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・
新
製
品
・
新
技
術
等
の
開
発
事

業
＝
限
度
額
１
０
０
万
円

・
需
要
開
拓
事
業
＝
限
度
額
50
万

円
●
応
募
期
限
＝
７
月
31
日
（
月
）

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
商
工
観
光
課
商
工
振
興
係

　

☎
０
９
９
４‒

31‒

１
１
２
１

住
宅
改
造
費
を
助
成

● 

助
成
対
象
者

・
高
齢
者
住
宅
＝
介
護
保
険
の
要

介
護
認
定
に
お
い
て
要
支
援
又

は
要
介
護
の
認
定
を
受
け
た
人

が
属
す
る
世
帯

・
障
害
者
住
宅
＝
身
体
障
害
者
手

帳
所
持
者
で
、
障
害
の
程
度
が

１
級
又
は
２
級
に
該
当
し
、
日

常
生
活
に
支
障
の
あ
る
人
が
属

す
る
世
帯

● 
所
得
制
限
＝
生
計
中
心
者
の
前

年
の
課
税
所
得
金
額
が
３
３
０

万
円
以
下
の
世
帯

● 

補
助
対
象
＝
自
宅
又
は
借
家
、

借
間
で
、
既
存
の
居
室
、
台
所
、

便
所
等
を
改
造
す
る
た
め
に
要

す
る
経
費
（
借
家
、
借
間
は
持

主
の
許
可
が
必
要
）

● 

補
助
金
額
＝
補
助
対
象
と
な
る

経
費
（
１
件
80
万
円
以
内
）
の

３
分
の
２
で
上
限
額
が
５
３
３

千
円
で
す
。

放
送
大
学
10
月
入
学
生

募
集

　

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
で
授
業
を
行
う
通
信
制
の
大
学

で
す
。
現
在
、
平
成
18
年
10
月
の

入
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

● 

募
集
学
部

教
養
学
部

科
目
履
修
生
＝
６
か
月
間
在
学

し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修

選
科
履
修
生
＝
１
年
間
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修

全
科
履
修
生
＝
４
年
以
上
在
学

し
、
学
士
の
学
位
を
習
得

大
学
院

修
士
科
目
生
＝
６
か
月
間
在
学

し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修

修
士
選
科
生
＝
１
年
間
在
学
し
、

希
望
す
る
科
目
を
履
修

● 

申
込
期
限
＝
８
月
15
日
（
火
）

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

放
送
大
学
鹿
児
島
学
習
セ
ン

タ
ー

☎
０
９
９‒

２
３
９‒

３
８
１
１

介
護
実
技
講
習
受
講
生

募
集

　

介
護
に
関
心
の
あ
る
人
を
対
象

に
、
家
庭
で
の
介
護
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
に
役
立
つ
介
護
の
初
歩

的
な
知
識
と
介
護
方
法
を
学
ぶ
介

護
実
技
講
習
を
開
催
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
７
月
13
日
（
木
）
〜
14

日
（
金
）

● 

場
所
＝
県
民
健
康
プ
ラ
ザ
健
康

増
進
セ
ン
タ
ー

● 

定
員
＝
30
人

● 

受
講
料
＝
無
料

● 

申
込
方
法
＝
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

● 

申
込
期
限
＝
７
月
９
日
（
日
）

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

県
介
護
実
習
・
普
及
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９‒

２
２
１‒

６
６
１
５

地
場
産
業
振
興
補
助
制

度
に
つ
い
て

　

地
場
企
業
等
が
行
う
新
製
品

（
新
技
術
）
開
発
・
需
要
開
拓
等

の
事
業
に
地
場
産
業
振
興
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

● 

対
象
者
＝
中
小
企
業
法
に
規
定

す
る
中
小
企
業
も
し
く
は
中
小

企
業
者
で
構
成
さ
れ
た
団
体
又

は
地
域
グ
ル
ー
プ
で
、
本
市
に

主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の

● 

補
助
率
＝
補
助
対
象
経
費
の
２

分
の
１
以
内
の
額

お知らせ版　No.012

し
ょ
う
。

○
手
洗
い
と
う
が
い
を
励
行
し
ま

し
ょ
う
。

【
問
い
合
わ
せ
】

市
健
康
増
進
課

☎
０
９
９
４‒

41‒

２
１
１
０

平
和
公
園
レ
ジ
ャ
ー

プ
ー
ル
「
ア
ク
ア
ゾ
ー

ン
く
し
ら
」
が
オ
ー
プ

ン
　
「
ア
ク
ア
ゾ
ー
ン
く
し
ら
」
は
、

２
つ
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ
イ
ダ
ー

と
３
つ
の
プ
ー
ル
を
備
え
た
レ
ジ

ャ
ー
プ
ー
ル
で
す
。

● 

施
設

・
流
水
プ
ー
ル
（
外
周
２
０
４
ｍ
、

深
さ
１
・
１
ｍ
）

・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ス
ラ
イ
ダ
ー
２
基

（
高
さ
10
ｍ
・
長
さ
76
ｍ
、
高

さ
３
・
５
ｍ
・
長
さ
48
ｍ
）

・
着
水
プ
ー
ル
（
深
さ
１
ｍ
）

・
幼
児
プ
ー
ル
（
深
さ
０
・
１
〜

　

０
・
４
ｍ
）

※
幼
児
用
ス
ラ
イ
ダ
ー
有
り

● 

利
用
期
間
＝
７
月
15
日
（
土
）

〜
８
月
31
日
（
木
）
無
休

● 

利
用
時
間
＝
10
時
〜
18
時
（
入

場
は
17
時
ま
で
）

● 

入
場
料

　

幼
児
（
３
歳
以
上
）＝
２
０
０
円

　

小
・
中
・
高
生
＝
３
０
０
円

　

一
般
＝
５
０
０
円　

※
付
き
添
い
の
人
で
泳
が
な
い
場

Information

● 

申
請
期
間
＝
７
月
１
日
（
土
）

〜
８
月
31
日
（
木
）

● 

着
工
日
＝
補
助
金
決
定
通
知
書

を
受
理
し
た
日
以
降
（
事
前
に

着
工
し
て
い
る
場
合
は
対
象

外
）

● 

そ
の
他

・
改
造
経
費
に
、
介
護
保
険
法
又

は
市
重
度
身
体
障
害
者
日
常
生

活
用
具
給
付
等
実
施
要
綱
の
規

定
に
よ
り
給
付
を
受
け
る
住
宅

改
修
費
が
含
ま
れ
る
場
合
、
そ

の
金
額
を
除
い
た
額
が
補
助
対

象
経
費
と
な
り
ま
す
。

・
申
請
件
数
が
多
い
場
合
は
、
助

成
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
み
先
】

市
高
齢
障
害
福
祉
課

☎
０
９
９
４‒

31‒

１
１
１
６

水
ぼ
う
そ
う
の
流
行
に

注
意

　

水
ぼ
う
そ
う
は
、
水
痘
・
帯
状

疱
疹
ウ
イ
ル
ス
を
原
因
と
し
て
年

間
を
通
じ
て
流
行
す
る
病
気
で
す
。

せ
き
や
く
し
ゃ
み
等
又
は
ウ
イ
ル

ス
で
汚
染
さ
れ
た
も
の
と
接
触
し

て
感
染
し
ま
す
。

● 

症
状
等
＝
発
疹
（
丘
疹
、
水
ほ

う
、
痂
皮
）、
発
熱
等
の
症
状

が
出
ま
す
。

● 

予
防
策

○
感
染
者
と
の
接
触
を
避
け
ま

合
で
も
、
入
場
料
が
必
要
で
す
。

※
コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー
の
使
用
料
が

１
０
０
円
必
要
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

串
良
総
合
支
所
建
設
維
持
課

☎
０
９
９
４‒

63‒

３
１
１
５

レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル

☎
０
９
９
４‒
63‒
８
２
８
７

鹿
児
島
生
命
倫
理
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
第
６
回
生
命

倫
理
研
究
会
の
開
催

　

い
の
ち
と
健
康
に
関
心
を
寄
せ

る
市
民
の
た
め
の
オ
ー
プ
ン
セ
ミ

ナ
ー
（
無
料
）
で
す
。

● 

日
時
＝
７
月
９
日
（
日
）
14
時

〜
16
時

● 

場
所
＝
県
民
健
康
プ
ラ
ザ
健
康

増
進
セ
ン
タ
ー

● 

内
容

・
認
知
症
の
理
解
と
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
（
若
松
直
樹
先
生
）

・
離
島
・
へ
き
地
医
療
を
向
上
さ

せ
る
た
め
の
教
育
機
関
（
阿
部

智
先
生
）

・
こ
ど
も
の
遊
び
と
前
頭
葉
機
能

（
志
村
正
子
先
生
）

【
問
い
合
わ
せ
】

鹿
屋
体
育
大
学
内
児
玉
研
究
室

☎
０
９
９
４‒

46‒

４
９
６
７

国民年金保険料の免除制度が利用しやすく変わります鹿屋都市計画区域を拡大

免除制度
国民年金
保険料

老齢基礎年金額の計算
（全額納付を 1とした

場合）

受給資
格期間

全額納付 13,860円 1 ○

全額免除制度 全額を免除 1／ 3 ○

4分の 1納付制度   3,470円 1／ 2 ○

2分の 1納付制度   6,930円 2／ 3 ○

4分の 3納付制度 10,400円 5／ 6 ○

若年者納付猶予制度 全額を猶予 反映されない ○

学生納付特例制度 全額を猶予 反映されない ○

未納 × 反映されない ×

　平成 18 年度の国民年金保険料は、月額 13,860
円ですが、経済的な理由等で保険料の納付が困難
な場合は、申請手続きをすることで、保険料の納
付が免除又は一部納付（一部免除）となる制度が
あります。詳しくはお問い合わせください。
若年者納付猶予制度＝ 30歳未満の人の保険料納付
が猶予
学生納付特例制度＝学生の人の保険料納付が猶予
※これらの制度を利用する場合は、本人、配偶者、
世帯主の前年所得が、それぞれ一定基準額以下
であることが条件です。
（失業・倒産・事業の廃止・天災などの理由で保
険料を納付することが困難な場合は、本人の前
年所得は審査基準に含まれません。ただし、確
認書類が必要になります）

●免除制度

【問い合わせ】
　市民課国民年金係　☎ 0994-43-2111
　各総合支所市民生活課

　鹿屋港・高須港の埋め立て竣工に伴う海岸部の拡
大に対応し、これまでの市街地と一体となった都市
づくりを総合的に整備、開発及び保全を図るために、
埋立地を含む錦江湾地先の海まで都市計画区域を拡
大します。
　今後、関係機関と協議・調整し、都市計画区域の
変更の手続きを行います。
　質問、意見等がありましたら下記までお知らせ下
さい。

【問い合わせ】
　市都市政策課都市計画係
　☎ 0994-31-1130


